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第17回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３０年１０月２５日（木）午後１時３０分から午後３時３７分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２４名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14番 水品 直子 20番 古髙  悟 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15番 村山 幸夫 22番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10番 須藤 英雄 17番 水品 正幸 24番 富井 公一 

５番 柳   茂 11番 佐藤 三代治 18番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13番 近藤 正男 19番 上原 貞俊  

欠席委員  

   

②推進委員（招集委員 33名） 

 
10番 小島 一夫 19番 中村 庄平 28番 山賀 巳喜夫 

２番 小川 静夫 11番 田村 正義 20番 水品 成良 29番 佐藤 達次郎 

３番 長津 高吉  21番 村山 進一 30番 宮原 大樹 

 13番 小海 輝忠 22番 髙橋 勝則 31番 髙橋 清一 

 14番 金澤 拓男 23番 富井 善一  

６番 宮内 隆和 15番 川田 正 24番 山田 正進 33番 江口 隆雄 

 16番 樋口 倉蔵   

８番 大津 貴夫 17番 宮澤 貞二 26番 村山 伸一  

９番 綱 大介 18番 山家 勝一   

欠席委員 １番 庭野 誠一、４番 南雲 敏夫、５番 小川 正直、７番 佐藤 可奈子 

     12番 佐野 幸男、25番 南雲 市郎、27番 廣田 幸男、32番 村山 浩一 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 新潟県農業会議からの平成３０年９月分の答申について 

報告第２号 農地法第３条の規定による許可申請（買受適格証明）について (1件) 
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報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について (7件) 

報告第４号 農地転用事実確認願いについて (10件) 

報告第５号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (3件) 

報告第６号 農地利用配分計画について (新潟県農林公社 1件) 

 

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可書の取消申請について（1件） 

議案第２号 農用地利用集積計画申出書の取消願いについて（1件） 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（16件） 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について（5件） 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第５号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（28件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第６号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

日程第６ 農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について 

   議案第７号 十日町農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について（6件） 

   議案第８号 川西農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について（3件） 

   議案第９号 中里農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について（4件） 

   議案第10号 松代農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について（1件） 

   議案第11号 松之山農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見について（2件） 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桒原  茂 川 西事務所 主  任  上村 和輝 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 係  長  柳  高浩 

本    局 係  長  上村  大 松 代事務所 臨時職員  宮沢真奈美 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 係  長  樋口 利一 

十日町事務所 主  任  宮澤 国彦 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

 

６．関係課職員 

   農林課農業企画係 主 査  高澤 雄基 

 

７．会議の内容 

   別紙の通り 
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７．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第17回農業委員会総会を開催いたします。 

     本日の出席状況ですが、欠席の届けが出ておりませんので、24名全員出席で

あります。したがいまして、第17回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１の議事録署名委員の選出でございますが、議長に一任願えれ

ば幸いなんですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということで、それでは指名させていただきます。 

     第17回総会議事録署名委員は、８番委員と９番委員のご両名からお願いいた

します。 

     あわせて、記録は事務局に一任願えれば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 承認いただきまして、ありがとうございます。 

     では、議案に入りたいと思います。日程第２、農地法等の規定に基づく報告

についてでございます。報告事項は第１号から第６号までございますが、全て

の報告が終わりましたら、ご質問、ご意見をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

     それでは、事務局、報告願います。 

     【報告第１号～第６号説明】 

村山議長 ただいま事務局から報告事項第１号から第６号まで説明ございましたが、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にご意見ないようでございますので、では続きまして議案のほうに進みた

いと思います。 

     続いて、日程第３、議案第１号「農地法第３条の規定による許可書の取り消

し申請について」、１件の申請が出ております。この内容についてご審議をお

願いしたいと思います。 

     では事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案の１ページの議案第１号をご覧ください。今月は農地法第３

条の規定による許可の取り消し申請が１件あります。裏面の２ページ、３ペー

ジをご覧ください。こちらは、農地法第３条の許可申請書ですが、平成23年４

月25日付売買による所有権移転の許可がされた案件でした。譲り受け人の方が
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亡くなり、所有権移転の登記ができなくなったため、許可の取り消しの申請が

今回ございました。また、今回の総会で譲り受け人の相続人から改めて３条の

申請がされていて、この後、関連として議案第３号に上がっております。ご審

議をお願いします。 

村山議長 では、この案件につきまして担当委員より説明願いたいと思います。 

 ８番  両者に確認してまいりました。これは８月末ごろに○○さんからこういう案

件が来るよということを聞いていたんで、△△さんが亡くなってしまったため

に、登記する前にこの転用ができなくなってしまったということで相談を受け

ました。□□さんにも確認してまいりました。よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、議案第１号「農地法第３条の規定による許

可書の取り消し申請について」、この１件につきまして許可することに決定い

たしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきたい

と思います。 

     続きまして、議案第２号「農用地利用集積計画書の取り消し願いについて」、

１件の申請が出ております。これにつきましてご審議をお願いいたします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  議案４ページの議案第２号をご覧ください。今月は、農用地利用集積計画申

出書の取り消し願いが１件あります。５ページの利用権設定の申出書は、平成

30年８月27日の総会で諮問され、許可された案件ですが、今回中間管理機構に

貸し付けることになったため、取り消しの申請がございました。また、この後

関連として議案第５号に農林公社との利用権設定が上がっております。ご審議

をお願いします。 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員より説明願います。 

 ２番  両者確認とれました。間違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 この案件につきまして担当委員より今説明ございましたが、ご意見、ご質問

等ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、議案第２号「農用地利用集積計画申

し出書の取り消し願いについて」、許可することに決定いたしたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでありますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、1

6件の申請が出ております。この内容につきまして、ご審議をお願いいたした

いと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案６ページの議案第３号をご覧ください。今月の農地法第３条

の許可申請は16件です。それでは、本会議の農地法第３条の許可申請ですが、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしており

ます。 

     【議案第３号、１０１番朗読】 

村山議長 では、101番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

２４番  これは、前回の９月の総会でまとまって申請がありましたＪＲさんの水路ト

ンネル上の地上権設定の追加案件となります。今回申請の遅れました２件が申

請となっておりますが、そのうちの１件目になります。まだ数件残っていると

いうことでありました。今回の地上権設定は、農地に関しましては深さが20

ｍ未満が対象となるとのことでした。宮中ダムの取水口から始まりまして、宮

中、堀之内地区は浅いため件数が多く、本屋敷、新屋敷のほうに来まして深く

なるため件数が少なくなるということでありました。また、農地に少しでもか

かる部分については、１筆全部の申請となるということでありました。両者に

電話で確認をしました。記載のとおり間違いありませんでした。よろしくお願

いします。 

村山議長 では、101番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意

見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では102番説明願います。 

     【議案第３号、１０２番朗読】 

村山議長 では、102番につきまして、担当委員、説明願います。 

 ４番  両者電話にて確認しました。記載のとおり間違いありませんので、よろしく
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お願いします。以上です。 

村山議長 では、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では103番、説明願います。 

     【議案第３号、１０３番朗読】 

村山議長 では、103番につきまして、担当委員より説明願います。 

 ８番  両者に確認してまいりました。これで取り消して、また改めて３条による売

買をするということです。よろしくお願いします。 

村山議長 担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございませんでしょう

か。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということでございますので、では104番、説明願います。 

     【議案第３号、１０４番朗読】 

村山議長 では、104番につきまして、担当委員、説明願います。 

２３番  両者に確認してまいりました。場所は川西ダムのちょっと下のほうの畑でし

た。○○さんは都会のほうに移り住むということで、土地を処分するという事

で契約したそうです。あとは記載どおり間違いなかったです。よろしくお願い

します。 

村山議長 では、104番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では105番、説明願います。 

     【議案第３号、１０５番朗読】 

村山議長 では、105番につきまして、担当委員、説明願います。 

 ９番  譲り受け人の○○さんには直接会って確認してきました。渡し人の△△さん

のお母さんがうちの近くにおりまして、そこが実家なので、お母さんに会い、

確認をしてきました。記載のとおり間違いがないことを確認しました。以上で

す。よろしくお願いいたします。 

村山議長 105番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、では106番、107番説明お願いします。 

     【議案第３号、１０６番・１０７番朗読】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員より説明願います。 

１６番  両者に確認してまいりました。○○さん、受け人の方ですが、受け人の方の

家の隣だそうです。渡し人の△△さんという方は、年配で、87歳でもう農作業

もできないということで、そこを荒らすという話になったそうです。そうしま

したら宅地ということで作付していたんですが、そこを荒らすということにな

ったら、とても荒らしてもらうと自分が困るということで、買い受けたという

形で管理するということに話がまとまりました。後は記載のとおりです。よろ

しくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では次108番、109番、これ関連のよ

うでございますので、続けてお願いします。 

     【議案第３号、１０８番・１０９番朗読】 

村山議長 では、この２件につきまして、担当委員より説明願います。 

２１番  両者確認して、記載内容どおりでした。場所はちょうど上山というのはこの

地域のこの辺の集落ですので、郵便局の後ろ側の土地と、もう一つ山崎という

のは○○自動車がある辺がこの家の場所のところでした。記載どおり間違いあ

りませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では110番、説明願います。 

     【議案第３号、１１０番朗読】 

村山議長 では、110番につきまして、担当委員、説明願います。 

１０番  両者電話にて確認してまいりました。場所は、中条の新水というところでご

ざいました。それで、登記地目他となっているのを確認しましたら、現況は畑

だということで、こういう売買契約になったそうです。以上です。よろしくお

願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで
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しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では111番、説明願います。 

     【議案第３号、１１１番朗読】 

村山議長 では、担当委員、説明願います。 

１０番  両者電話にて確認してまいりました。場所は中条の平場の上原という集落の

ちょうど○○さんの自宅のすぐそばの農地だそうでございます。以上、記載の

とおり間違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では112番、説明願います。 

     【議案第３号、１１２番朗読】 

村山議長 では、112番につきまして、担当委員、説明願います。 

 ８番  両者に確認してまいりました。住所は中屋敷と水口沢で違うんですが、家が

隣同士で、○○さんは高齢になったため息子さんのいる長岡に行くことになり

まして、その土地を処分するということで、この売買の話が決まりましたので、

よろしくお願いします。 

村山議長 112番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということで、では113番、説明願います。 

     【議案第３号、１１３番朗読】 

村山議長 では、113番につきまして、担当委員、説明願います。 

２４番  先程のＪＲ案件のもう一件になります。両者に電話で確認をしました。記載

のとおり間違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では114番、説明願います。 

     【議案第３号、１１４番朗読】 

村山議長 では、114番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 
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 ５番  両者確認しました。受け人のほうは、以前よりこの田んぼをつくっていたと

ころでございます。渡し人が高齢でもうつくれないということで、今回の申請

に至っております。本案につきましては、申請内容のとおりでございます。よ

ろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では115番、説明願います。 

     【議案第３号、１１５番朗読】 

村山議長 では、115番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

 ６番  両者に電話で確認をいたしました。記載内容に間違いはないということでご

ざいますので、よろしくお願いをいたします。 

村山議長 担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございませんでしょう

か。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では116番、説明願います。 

     【議案第３号、１１６番朗読】 

村山議長 では、116番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１０番  受け人には面談にて確認し、渡し人には電話にて確認してまいりました。場

所は、この○○さんの自宅のすぐ裏手でございまして、春先に買った田んぼの

進入路みたいになったところに１枚△△さんの田んぼがあるということで、一

緒に譲り受けて耕作したいということで買わせてもらったんだということで

ございました。あとは記載内容に間違いありませんでしたので、よろしくお願

いします。 

村山議長 116番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご

質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、それでは議案第３号「農地法第３条

の規定による許可申請について」、16件の審議が終わりましたが、改めてお諮

りいたします。この16件について許可することに決定いたしたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

５件の申請が出ておりますので、この内容につきましてご審議をお願いいたし

たいと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案11ページの議案第４号をご覧ください。今月の農地法第５条

の許可申請は５件です。 

     【議案第４号、６６番朗読後、説明】 

村山議長 では、66番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１８番  両者確認し、事務局と一緒に現地も確認してきました。よろしくお願いいた

します。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では67番、68番、関連でございます

ので、続いて説明願います。 

     【議案第４号、６７番・６８番朗読後、説明】 

村山議長 では、67番、68番につきまして、担当委員、説明願います。 

 ９番  譲り渡し人の○○さんと△△さん、畑が地続きで２筆合わせた土地に１軒の

家を建てるということでございます。□□さんは公務員でありまして、とても

感じのいい方でした。３者に行き会いまして確認をしました。以上です。よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では69番、説明願います。 

     【議案第４号、６９番朗読後、説明】 

村山議長 では、69番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

 ９番  ○○さんは、実家が川治で、お母さんに会い確認しました。受け人のほうの

△△さんは、今現在アパートに暮らしておりまして、会うことができまして、

この書類を見てもらって確認をしてきました。この土地は、うちの隣でござい
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まして、よろしくということでもって挨拶がてら確認をしてきましたが、間違

いございませんでした。以上です。よろしくお願いします。 

村山議長 では、69番の案件につきまして、担当委員、説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では70番、説明願います。 

     【議案第４号、７０番朗読後、説明】 

村山議長 では、70番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

 ８番  10月17日に川西支所の担当者と現地を確認して、その後両者に電話で確認し

てまいりました。所在地が四日町ということになっているんですが、場所は川

西の沖立の下島地区にあって、この外１筆のほうは沖立のちょうど境目の場所

でした。あとは記載どおり間違いありません。よろしくお願いします。 

村山議長 では、70番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますが、では議案第４号「農地法第５条の規定

による許可申請について」、５件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいた

します。この５件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、日程第４、議案第５号の農業経営基盤強化促進法第18条１項の

規定による「十日町市農用地利用集積計画について」でございます。新規設定、

再設定、そして所有権移転を含めて28件が出されております。この利用集積計

画につきましては、所有権移転３件を含む新規設定13件と借り手変更１件を含

む再設定15件の28件ということで、ご審議をお願いしたいと思います。 

     なお、この議案につきましては、事務局の読み上げなしで順番に担当委員さ

んより確認報告をお願いし、最後に一括してご意見を頂戴するということで進

めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

     では、まず事務局から概要につきまして説明、報告お願いいたします。 

事務局  議案13ページの議案第５号をご覧ください。今月の農用地利用集積計画につ
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いての案件は、新規の利用権設定が11件、所有権移転が３件、利用権の再設定

が14件で、合計が28件でした。以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促

進法第18条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

村山議長 ただいま事務局より概要が説明されましたが、では766番から順次確認報告

お願いいたします。では、766番。 

（推）２４番  ○○さん、△△さん、両者に電話で確認をいたしました。記載内容に

間違いないことを確認できましたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、767番。 

（推）３０番 ○○さんと、あと△△さんのご家族に電話で確認とりましたが、記載内

容に間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、777番。 

（推）１６番 ○○さんに確認したところ賃借設定をしましたということで、確認をと

りました。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、779番。 

（推）１０番 高齢のため、○○さん公社にお預けしたいということで、きのう本人に

確認とりました。記載のとおり間違いありません。 

村山議長 これは、780番も関連でしたね。 

（推）１０番 これも同時に確認とりました。間違いありません。 

村山議長 次に、781番。 

（推）１５番 ○○さんのほうに確認をいたしました。記載のとおりで間違いないそう

です。以上です。 

村山議長 次に、782番。 

（推）１１番 両者確認とりました。議案書のとおりで間違いございません。よろしく

お願いします。 

村山議長 次、783番。 

（推）２１番 10月22日に確認しました。間違いございません。よろしくお願いいたし

ます。 

村山議長 次、786番。 

（推）１８番 議案第２号で２番農業委員から説明があった案件と関連の案件です。間

違いありません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、787番。 

（推）３１番 電話で確認しました。○○さん83歳、高齢の中で何とか土地を守ってつ
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くってくれる人がいたんで非常にうれしいと、そういう言葉が返ってきまし

た。中山間地の中で、こういう高齢者が土地を何とか誰かから守ってもらいた

いという声がひしひしと感じられました。そういうことで非常にうれしいこと

です。この案件どおりなんで、皆さんよろしくお願いします。 

村山議長 次、790番。 

（推）３３番 両者確認しました。間違いありません。○○さんに関しては、先般７月

に同じ場所の契約を承認してもらったところですが、使ってみると少し手狭な

ので、隣の土地も借りたという状況だそうです。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、792番。 

（推）２０番 両者確認しましたところ間違いないということなんで、よろしくお願い

します。 

村山議長 次に、793番。 

（推）３番 この場所は、城之古地区の話によると信濃川寄りのところで一回圃場整備

はしてありますが、圃場が小さいことから、今度規模を大きくした再圃場整備

をするという区域内にありました。それで、○○さんが△△さんと農林公社を

通じて今まで借りていたんですが、このたび18条で解約し、今度△△さんから

○○さんが買うので、売買の契約になりました。以上です。間違いありません

でした。 

村山議長 次に、では778番。 

２１番  この件は27番推進員の案件ですけども、今日欠席ということで、確認しまし

たということで、連絡いただきました。これは、報告３号の170番の案件の解

約した案件で、そのときは２人とも私に電話で相談受けた案件ですので、間違

いありません。以上です。 

村山議長 ここまでで一応借り手変更等説明確認いただきましたが、ここまでの件でご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということでありますので、そのように回答させていただきたいと思い

ます。 

     では、ちょっと早いようですけれども、大分時間も進んでまいりましたので、

ここで少し休憩入れたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

      休憩（１４:２２～１４:３６） 

村山議長 では、これより議事を再開いたしたいと思います。 
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     続きまして、日程第５、農用地利用配分計画（案）に対する意見についてで

ございます。 

     では、これにつきまして、事務局より説明願います。 

事務局  それでは、議案21ページの議案第６号をご覧ください。議案の左側は、農林

課からの平成30年10月11日付十農林第911号、農用地利用配分計画（案）の意

見聴取についての記載と、右側には、それに対する農業委員会の意見案を記載

しております。 

     また、次の22ページは、農用地利用配分計画（案）となっております。先ほ

ど議案第５号の「農用地利用集積計画について」ご審議をいただいた中に、農

地中間管理機構経由で貸したいものが５件ありました。その５件の借り受け者

の一覧が農用地利用配分計画（案）にございます。左から２列目に強化法ナン

バーとありますとおり、こちらの番号が議案書の農用地利用集積計画の受け付

け番号で、その右側へ順に土地の所有者、借り受け者の住所、借り受け者の氏

名、応募者リストナンバーを表示、一番右側には口座の振り込み日を表示して

おります。農用地利用配分計画（案）に対する意見については、土地の効率的

かつ総合的な利用を図る観点から、異議ないものと認めますとして農林課に送

付したいと思いますが、ご審議をお願いします。 

村山議長 では、配分計画（案）につきまして説明がございましたが、これにつきまし

て皆さんからご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしという声がありますので、ではこの配分計画（案）につきまして、

異議なしで回答いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、異議なしということで回答させていただきます。 

     続きまして、日程第６、十日町農業振興地域整備計画の一部変更に対する意

見についてでございます。十日町地域６件、川西地域３件、中里地域４件、松

代地域１件、松之山地域２件の計16件の申請が出ておりますが、各地域ごとに

審議をお願いしたいと思います。 

     では、十日町地域６件について、まず事務局より説明願いたいと思います。 

事務局  それでは、議案第７号、議案の23ページをお開きください。こちらは、農林

課から十日町農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見を求める案件と

して、城之古、東下組、中条、伊達、八箇地区の５地区の編入の案件とマスタ
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ープランの変更の案件が上がってきております。左側に農林課からの意見を求

められた照会文、右側に農業委員会の回答案、続いて農林課からの資料を載せ

ております。 

     それでは、変更の内容につきまして、農林課農業企画係の高澤主査から説明

をお願いします。 

農業企画係 農振の担当しております農林課農業企画係の高澤と申します。よろしくお

願いいたします。座って説明をさせていただきます。 

     それでは、議案第７号「十日町農業振興地域整備計画の一部変更に対する意

見について」説明をさせていただきます。十日町農業振興地域整備計画の一部

変更につきましては、編入案件が５件とマスタープラン及び付図の変更が１件

でございます。 

     まず初めに、議案に上げさせていただいた中にマスタープランや付図といっ

た聞きなれない言葉が出てまいりますので、初めにマスタープランと付図につ

いて説明をさせていただきます。マスタープランと申しますのは、農用地の利

用や保全、農業生産基盤や農業近代化施設、生活環境施設の整備、農業経営の

規模の拡大や農業従事者の安定的な就業の促進など、農用地や施設、農業経営

などさまざまな計画を記載した文書でございます。 

     次に、付図でございますが、これはマスタープランに記載されております計

画を表示した図面でございます。付図には、農振農用地をあらわしたものや土

地基盤整備開発計画をあらわしたものなど、数種類の図面が存在いたします。

今回お諮りする変更内容につきましては、マスタープランの土地基盤整備開発

計画と付図の土地基盤整備開発計画図におきまして、完了済みの事業が表示さ

れたままになっておりましたり、新計画が表示されていないといった内容の不

備を修正させていただきたいというものでございます。 

     それでは、各案件の説明に戻らせていただきます。十日町農業振興地域整備

計画の一部変更、編入案件の１つ目は、城之古地区でございます。編入箇所は、

高山1257番地外356筆です。編入の具体的理由ですが、多面的機能支払いの制

度に取り組むためでございます。編入面積の合計は24万879.06平米でございま

す。編入後の用途区分は農地です。編入理由でございますが、十日町農業振興

地域整備計画書では、山間地に分散する小規模農地でありましても、土地の利

用動向から見まして整備可能な農用地及び耕作者または所有者や地域の担い

手による合意形成が図られるか、または図られることが確実な農用地につきま
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しては農用地区域を設定する方針となっております。このたび編入箇所におき

まして、将来にわたって農地保全活動を行い、農用地として活用していくこと

について耕作者や地域の担い手の方々による合意形成が図られたことで、市の

設定方針に合致する農用地となり、農振法第10条第３項第５号の規定に該当す

るため、計画を変更して農振農用地に編入するというものでございます。 

     続きまして、編入案件の２つ目、東下組地区でございます。編入箇所は東下

組4194番地外５筆でございます。 

事務局  済みません。今の説明は議案書の31ページのところを説明しています。31

ページをお開きいただいてもらえますか。こちらの説明が不足していまして済

みません。 

農業企画係 申しわけございません。以後ページを申し上げてから説明を始めるように

いたします。失礼いたしました。 

     東下組でございますけども、編入の具体的な理由につきましては中山間地域

等直接支払制度に取り組むためでございます。編入面積の合計は3,154平米で

す。編入後の用途区分は農地でございます。編入理由につきましては、先ほど

の城之古地区と同じでございますので、割愛をさせていただきます。 

     続きまして、編入案件の３つ目、中条地区でございます。議案書33ページを

ご覧いただきたいと思います。編入箇所は中条己1782番地外１筆でございま

す。編入の具体的理由は、中山間地域等直接支払制度に取り組むためです。編

入面積の合計は1,260平米です。編入後の用途区分は農地でございます。こち

らも編入理由につきましては、城之古地区と同じでございますので、割愛をさ

せていただきます。 

     続きまして、編入案件の４つ目、伊達地区でございます。議案書の35ページ

をご覧ください。編入箇所は、伊達丁155番地４です。編入の具体的理由につ

きましては、中山間地域等直接支払制度に取り組むためでございます。編入面

積の合計は3,529平米です。編入後の用途区分は農地でございます。こちらも

先ほどと同様、城之古地区と同じ変更理由でございますので、割愛をさせてい

ただきます。 

     続きまして、編入案件の５つ目、八箇地区でございます。議案書の37ページ

をご覧ください。編入箇所は八箇甲916番地外１筆でございます。編入の具体

的理由は、中山間地域等直接支払制度に取り組むためでございます。編入面積

の合計は164平米です。編入後の用途区分は農地でございます。変更理由につ
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きましては、こちらも先ほどと同様、城之古地区と同じでございますので、割

愛をさせていただきます。 

     続きまして、マスタープランと付図の変更でございます。別冊資料になりま

すが、別紙１、附箋の張られておりますページと巻末の図面をご覧いただきた

いと思います。別冊になっておりまして、別紙１という資料、お手元にござい

ますでしょうか。それでは、別冊資料の別紙１、附箋のページと巻末の図面に

ついて説明をさせていただきます。こちらの変更理由でございますが、マスタ

ープランの土地基盤整備開発計画と付図の土地基盤整備開発計画図において

既に完了している事業が表示されたままになっておりましたり、新しい事業計

画が表示されていなかったりと、それぞれの内容に不備がございましたため、

既に完了している事業は削除しまして、新しい事業計画につきましては追加を

し、最新の内容に修正をさせていただくというものでございます。以上でござ

います。 

村山議長 ただいま十日町地域の計画につきまして説明ございましたが、担当委員、ま

ず９番委員から順次手短に確認報告をお願いしたいと思います。９番委員につ

きまして、八箇地区のもあわせてお願いします。 

 ９番  十日町市の農林課の圃場整備担当の方に会いまして、説明を受けながら確認

をしてまいりました。このところは、前に圃場整備が終わったところで、30

ページを見るとわかりやすいんですけども、緑のところが今回参入されるとこ

ろだそうでございます。基盤整備のところに申告するのがちょっと遅れて、今

になったということでございました。以上です。 

村山議長 次に、13番委員の担当地区お願いします。 

１３番  場所は32ページを見ていただきますと、下条の二子集落の少し手前にありま

す。それで、この18日に農林課に行ったんですが、コンタクトをとって行かな

かったもんですから、担当者が不在でした。課長も課長補佐も担当係長も不在

でした。それで、あと１人の方、ちょうど知っている方がいましたので、確認

しまして、間違いありませんということだったので、よろしいかと思います。

以上です。 

村山議長 次に10番委員の担当地区につきまして、説明願います。 

１０番  今朝方現地は見てきました。市之沢の集落の上がり口が２カ所ありまして、

国道252号線から入っていく途中でございました。きちんと整理されておりま

したので、問題ないと思います。よろしくお願いします。 
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村山議長 次に、11番委員、担当地区について説明願います。 

１１番  我々の集落は基盤整備のほうは終わったんですが、水路のほうはまだちょっ

と残っているというようなことで、今お願いしているんですが、記載のとおり

間違いありませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 では、十日町地域の計画につきまして、変更計画につきまして、担当課及び

担当委員から説明ございましたが、この件につきまして意見、質問等ございま

せんでしょうか。特にないようでしたら、次の地域、川西地域に進みたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 では次に、川西地域につきまして説明願いたいと思います。 

事務局  それでは、議案第８号、議案の40ページをお開きください。こちらは、農林

課から川西農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見を求める案件とし

て、木落地区の編入案件、越ケ沢地区の除外案件、マスタープランの変更の案

件が上がってきております。 

     それでは、変更の内容につきまして、高澤主査からご説明をお願いします。 

農業企画係 それでは、説明をさせていただきます。川西農業振興地域整備計画の一部

変更につきましては、編入案件が１件、除外案件が１件、マスタープラン及び

付図の変更が１件でございます。 

     初めに、編入案件の木落地区でございます。議案書の41ページをご覧くださ

い。編入箇所は、木落1695番地100外97筆及び道路、水路といった無地番地に

なっております。編入の具体的理由につきましては、平成33年度県営経営体育

成基盤整備事業導入のためでございます。編入の面積の合計は４万8,148.13

平米でございます。編入後の用途区分は農地でございます。変更理由につきま

しては、当該箇所につきまして平成33年度に採択予定の県営経営体育成基盤整

備事業が実施予定となっておりまして、農振法第10条第３項第２号の規定に該

当することになりましたため、計画を変更して農振農用地に編入するというも

のでございます。 

     続きまして、除外案件の越ケ沢地区でございます。議案書の47ページをご覧

ください。除外箇所は、越ケ沢壬405番地１外１筆でございます。除外前の用

途区分は農地でございます。除外の具体的理由は、県営治山事業によります雪

崩防災林造成のためです。除外面積の合計は2,816平米でございます。除外後

の用途は、雪崩防災林でございます。変更理由につきましては、施工箇所につ
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きましては雪崩が頻発している斜面でありまして、市道田戸越ケ沢トンネル線

を過去に閉塞した事例もございます。当市道につきましては、田戸集落と市街

地をつなぐ重要な生活道路でございまして、雪崩防止対策は必須でございま

す。このたび県営治山事業によりまして、申請箇所の上部に雪崩防止柵を設置

するとともに、申請箇所に杉を植栽し、雪崩防災林を造成することで雪崩災害

の防止を図るという目的がございます。当市道は重要な生活道路でありますの

で、常時通行の安全を確保する必要があり、早急に対策を講じなければなりま

せん。本件は県が行う治山事業のため、法第15条の２第１項の規定によりまし

て、開発行為の許可が不要でございます。また、同じ事由によりまして、農地

法第４条第１項第２号の規定によって農地転用の許可も不要であることから、

農用地区域から除外せずに事業着手が可能となっており、事業の施工中または

完了後に農用地区域から除外することとされておりますが、当該地につきまし

ては長年耕作放棄地となっておりまして、農地法の運用において農地に該当し

ないと判断された土地でもございます。整備計画達成のための一体的な土地利

用に支障を及ぼすおそれがなく、当該土地を除外しても周辺の農業生産に悪影

響を及ぼすおそれがないことから、法第10条第３項各号非該当であるために、

計画を変更して農用地区域から除外をするというものでございます。 

     続きまして、マスタープランと付図の変更でございます。また、別冊になる

んですが、別冊資料、別紙２をご覧ください。附箋のページと巻末の図面でご

ざいます。変更理由でございますが、こちらもマスタープランの土地基盤整備

開発計画と付図の土地基盤整備開発計画図において、既に完了している事業が

表示されたままになっておりましたり、新しい事業計画が表示されていなかっ

たりと、それぞれの内容に不備があったために既に完了している事業は削除

し、新しい事業計画を追加して最新の内容に修正をさせていただくというもの

でございます。以上でございます。 

村山議長 では、川西地区の担当委員、最初は２番委員から説明願います。 

 ２番  場所は、栄橋を挟みまして、栄橋より下側になります。農林課担当係長、そ

して土地改良の担当者より説明を受けました。議案のとおり間違いございませ

んでした。よろしくお願いします。 

村山議長 では、続きまして１番委員の担当区域について。 

 １番  南魚沼地域振興局内にある森林施設課の担当者に電話で説明してもらいま

した。防災林になるというようなことで、外さなければならないというような
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説明を受けました。該当農地には600本から800本ぐらいの杉を植えるそうで

す。以上であります。よろしくお願いします。 

村山議長 では、ただいま川西地域の整備計画変更等につきまして、説明、担当委員か

らございましたが、ご意見、質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしという声がございますので、異議なしということで承認したいとい

うことでいきたいと思います。 

     続きまして、中里地域の変更について説明願います。 

事務局  それでは、議案第９号、議案の50ページをお開きください。こちらは、農林

課から中里農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見を求める案件とし

て、如来寺地区のそれぞれ除外と編入の案件、小出地区の編入の案件、マスタ

ープランの変更の案件が上がってきております。 

     それでは、変更の内容につきまして、高澤主査から説明をお願いします。 

農業企画係 説明をさせていただきます。中里農業振興地域整備計画の一部変更につき

ましては、除外案件が１件と編入案件が２件、マスタープラン及び付図の変更

が１件でございます。 

     初めに、除外案件の如来寺地区でございます。議案書の51ページをお開きく

ださい。除外箇所につきましては、如来寺甲7065番地でございます。除外前の

用途区分は畑です。除外の具体的理由につきましては、事業拡大に伴います駐

車場と資材置き場の増設のためでございます。除外面積の合計は1,698平米で

ございます。除外後の用途は事業用敷地です。変更理由につきましては、申請

者の方につきましては建設業を営んでおられまして、事業拡大により農地用の

黒土の販売を開始されたいということでございましたが、既存敷地におきまし

ては黒土のストック場所を確保できないために、資材置き場を増設したいとい

うお話でございます。また、開業時につきましては、数台の建設機械と５名の

従業員でスタートされたということだったのですが、現在は16台の建設機械と

38台の建設車両を保有しておられます。また、従業員は27名に増え、日中は従

業員の通勤用車両25台も駐車をしなければならないということでございます。

機械や車両の駐車場不足を補うために賃借地ですとか工事現場の空き地等に

駐車をしておられたのですが、周辺に民家がなく、夜間は無人となっていたそ

うでございます。平成21年には夜間に建設機械が盗難に遭い、平成28年には敷

き鉄板が盗難に遭ったということでございました。既存敷地では到底これらに
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必要な面積を確保できないために、駐車場を増設したいという希望でございま

す。申請地につきましては、既存敷地に隣接しておりまして、出入り口は１カ

所のみとなっております。出入り口の両側には社長様宅と会長様のお宅があり

ますので、夜間でも車両や人の出入りがわかります。資材置き場と駐車場の確

保はもちろんのことですが、防犯上の観点からも当該地を選定せざるを得なか

ったということでございます。ほかの土地で代替することができないために、

この土地の選定をやむを得ず認めることといたしまして、市は整備計画の変更

を行うということでございます。 

     続きまして、編入案件の１つ目、如来寺地区でございます。議案書の53ペー

ジをご覧ください。編入箇所につきましては、如来寺甲2740番地１外２筆でご

ざいます。編入の具体的理由ですが、中山間地域等直接支払制度に取り組むた

めです。編入面積の合計は202平米です。編入後の用途区分は田でございます。

変更理由につきましては、中里農業振興地域整備計画におきましては山間の急

傾斜地に存在する農用地で、現に優良に管理している農用地、または営農的手

法により良好に耕作されることが見込まれる農用地を今後とも農用地として

活用していくことにつきまして耕作者の合意が図られている、または図られる

ことが確実な一団の農用地につきましては、農用地区域を設定する方針となっ

ております。このたび編入箇所におきまして、将来にわたって農地保全活動を

行い、農用地として活用していくことについて耕作者による合意形成が図られ

ましたことで、市の設定方針に合致する農用地となり、農振法第10条第３項第

５号の規定に該当するため、計画を変更し、農振農用地に編入するというもの

でございます。 

     続きまして、編入案件の２つ目ですが、小出地区でございます。議案書の5

5ページをご覧ください。編入箇所につきましては、小出癸2050番地３外１筆

でございます。編入の具体的理由につきましては、中山間地域等直接支払制度

に取り組むためでございます。編入面積の合計は864平米です。編入後の用途

区分は田でございます。編入理由につきましては、如来寺地区と同じでござい

ますので、割愛をさせていただきます。 

     続きまして、マスタープランと付図の変更でございます。別冊の資料になり

ます。別冊資料、別紙３をご覧ください。こちらも附箋のページと巻末の図面

をご覧いただきたいと思います。こちらの変更理由でございますが、先ほどの

理由と同じなんですけども、マスタープランの土地基盤整備開発計画と付図の
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土地基盤整備開発計画図におきまして、既に完了している事業が表示されたま

まであったり、新しい事業計画が表示されていなかったりということで、それ

ぞれの内容に不備があったため、既に完了している事業は削除し、新しい事業

計画を追加して最新の内容に修正をさせていただくというものでございます。

以上でございます。 

村山議長 では、議案９号の中里地域の説明ございましたが、担当委員のまず24番委員

から説明願いたいと思います。 

２４番  ○○○○さん、会社を訪問しまして社長に確認をしました。場所も確認をし

ました。場所は、既存の会社及び駐車場の信濃川寄りと申しますか、既存の駐

車場に隣接した場所にありました。記載のとおり間違いありませんでした。よ

ろしくお願いします。 

     もう一件ですが、場所は如来寺集落の真ん中付近の十二社の神社の近くにな

ります。あと農林課の担当者にも電話で確認をしました。記載のとおりであり

ました。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、20番委員の担当のところお願いします。 

２０番  22日に農林課の担当者に確認いたしました。56ページの図面を見てもらうと

わかるんですけども、ここは小出集落から清津峡、峡谷トンネルに入っていく

道路があります。１回目のトンネル越えて、見えないんですけども、右の上が

田んぼになって高いところ圃場整備されています。ちょうどトンネルを抜けて

少し進んだ右手の上側がこの編入箇所に当たります。よろしくお願いします。 

村山議長 これで中里地域の計画変更につきまして、担当委員さんより説明ございまし

たが、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、この４件につきまして異議なしということ

で進めさせていただきたいと思います。 

     次に、第10号で松代地域につきまして、説明願いたいと思います。 

事務局  それでは、議案第10号、議案の58ページをお開きください。こちらは、農林

課から松代農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見を求める案件とし

て、マスタープランの変更の案件が上がってきております。 

     それでは、変更の内容につきまして、高澤主査から説明をお願いします。 

農業企画係 それでは、説明をさせていただきます。松代農業振興地域整備計画の一部

変更につきましては、マスタープラン及び付図の変更のみでございます。こち
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らが１件でございます。 

     松代地域につきましては、今回編入や除外の案件がないため、マスタープラ

ンと付図の変更のみでございます。別冊資料になります。資料の別紙４をご覧

ください。こちらも附箋のページです。変更理由でございますが、マスタープ

ランの土地基盤整備開発計画におきまして、新しい事業計画が一部しか表示さ

れていなかったために、新しい事業計画を追加して最新の内容に修正いたしま

した。松代地域につきましては、付図の土地基盤整備開発計画図がないために、

マスタープランの土地基盤整備開発計画のみを修正するというものでござい

ます。以上でございます。 

村山議長 ただいま担当課より説明ございましたが、この整備計画、別紙４の70ページ

のところの関係でしょうか、これにつきましてご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように進めさせていただきたい

と思います。 

     次に、第11号、松之山地域につきまして、２件について事務局より説明お願

いいたします。 

事務局  それでは、議案第11号、議案の60ページをお開きください。こちらは、農林

課から松之山農業振興地域整備計画の一部変更に対する意見を求める案件と

して、松之山天水越地区の除外の案件、マスタープランの変更の案件が上がっ

てきております。 

     それでは、変更の内容につきまして、高澤主査から説明をお願いします。 

農業企画係 それでは、説明をさせていただきます。松之山農業振興地域整備計画の一

部変更につきましては、除外案件が１件とマスタープラン及び付図の変更が１

件でございます。 

     初めに、除外案件の天水越地区でございます。議案書の61ページをご覧くだ

さい。除外箇所につきましては、松之山天水越字江尻941番地２外１筆でござ

います。除外前の用途区分は畑でございます。除外の具体的理由につきまして

は、駐車場乗り入れ、花壇、庭木植栽用地とするためでございます。除外面積

の合計は466平米でございます。除外後の用途は宅地です。変更理由につきま

しては、こちらの申請者の方におかれましては、申請地に隣接する住宅を上越

市在住の買い主さんに売り渡すこととされました。買い主の方は、天水越集落
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や天水島集落におきまして中古住宅を探しておられましたが、住宅所有者に売

却の意思がなかったり、住宅が老朽化し過ぎていたりと、住宅探しに苦慮され

ておられましたが、申請地に隣接する住宅を知人の紹介で内覧された結果、大

変気に入られまして、また住宅の売買について所有者の同意も得ることができ

ました。買い主の方は住宅を買い取られた後、隣接する申請地を駐車場や乗り

入れ、花壇として使用するほか、庭木の植栽をされたいと考えておられます。

申請者の方もこのまま自分の農地として残しても、売り渡した住宅を囲む形で

存在する土地でありますため、非常に管理しづらく、ご自身が高齢であること

も考えられまして、買い主の方の利用計画に同意をされておられます。また、

申請地も住宅とあわせて売り渡したいと、お考えでございます。申請地の松之

山天水越字江尻941番地２と942番地１は農振農用地でございますが、この土地

は住宅地に隣接した小規模な低利用農地でございまして、除外による周辺農地

への影響は小さいと考えられますし、ほかに適地がないことから、この土地の

選定をやむを得ず認めることとしまして、市は整備計画の変更を行うこととす

るというものでございます。 

     続きまして、マスタープランと付図の変更でございます。別冊資料の別紙５

をご覧ください。附箋のページと巻末の図面でございます。こちらの変更理由

でございますが、前段のものと同様マスタープランの土地基盤整備開発計画と

付図の土地基盤整備開発計画図におきまして、既に完了している事業が表示さ

れたままになっておりましたり、新しい事業計画が表示されていなかったり

と、それぞれの内容に不備がありましたため、既に完了している事業は削除、

新しい事業を追加いたしまして、最新の内容に修正をさせていただくというも

のでございます。以上でございます。 

村山議長 では、担当委員の15番委員より説明願いたいと思います。 

１５番  除外するほうですが、この間申請者の長男の方と連絡をとりまして説明を受

けてまいりました。議案書のとおり間違いございませんでしたので、よろしく

お願いしたいと思います。 

村山議長 では、松之山地域につきましても担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、この２件につきましても異議なしで

回答したいと思いますが、よろしいでしょうか。 



 

25 
 

     （異議なし） 

村山議長 それでは、一応議案が全て終わりましたので、続きまして委員さんから何か

情報提供等ございましたら、お願いしたいと思います。 

１７番  お疲れさまです。最初の会長の挨拶にもありましたように、収入保険制度が

来年からスタートします。11月から申し込みが順次受け付けを始めていく今体

制ができ上がったところでございますので、もしそのような方がおられました

ら、詳しい説明等が聞きたい場合は中魚沼センターのほうに担当がおりますの

で、そこのほうに詳しい説明を、電話かけて説明に来てくれと言えば自宅のほ

うまでお伺いして、そのお宅の経営内容等々加味しながら進めていくような手

はずになっておりますので、次年度以降に入りたいなという方は、今年の税務

申告、確定申告を青色申告にしていただいて準備を整えてからの申し込みとな

りますので、その辺お間違いのないように収入保険入りたい方、今青色申告し

ていない方は、今年の申告から青色に切りかえていただいて、実績を積んで１

年目からでも、最初の年は補償率がちょっと低いんですけども、それを重ねて

続けていくうちに９割補償ということになりますので、不慮の事故やらそうい

う、例えば取引先が倒産して資金が回収できなくなってしまったと、あるいは

水害によって倉庫に保管しておいた農産物がだめになってしまった等々の被

害も対象になるので、その辺は自分の経営に合わせた中でいろいろ考えていた

だきまして、どっちが得なのかなということで選択をしていただければいいと

思います。 

     それから、来年の話で申しわけないんですけども、今年度で１筆方式の引き

受けというのが廃止になりまして、来年からは任意加入ということですが、風

水害等々いつ起こるかわからないということで、無保険の状態にならないよう

にしていただきたい。１筆方式から名前が変わりまして、地域インデックス方

式という、地域の全体の作柄と比較して減収した場合と、あとは１筆半損特例

という、これ特別な今までの事故で説明すると、例えば山間地で土砂崩れ等が

あって水田に植えてあった水稲がみんな潰れてしまったと、半損なんで、それ

は補償５割なんですけども、全滅した場合に５割までの補償がありますので、

恐らく半損特例、全体的な被害については地域インデックス方式といって作況

等を勘案しながらの共済の支払いになると思うんですけども、特例もつけてや

る、もしくは品質方式等々の共済、水稲共済ですね、そこに入っていただけれ

ばなというふうに思います。実際問題この前も理事会ありまして、今まで田ん
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ぼをずっとやってきたけど、自分は農済の共済はもらったことがないという方

が多くいらっしゃいます。ですが、名前が共済という名前がついているので、

相互扶助という大事なところを皆さんからご理解いただきまして、水稲共済１

筆なくなりますけども、必ず何かしらの保険に入っていただいておいてもらい

たいなと、そういうふうに思いますので、収入保険、あわせて水稲共済のほう

も引き続きのご加入をお願い申し上げます。こんなところで、簡単ですが、申

しわけありませんが、よろしくお願いします。 

村山議長 ありがとうございました。実はこの間、15日の県の常設審議会の中でも共済

組合の担当の方からも説明受けたんですが、今度今までのならしが、共済に入

っている場合はならしはできるけども、収入保険になるとならしは入れないと

いうような部分がありますし、収入保険ですと個々の経営者の５年間の青色申

告の中で平均した年間所得に対しての補償になるんで、極端に言いますと、地

域の作柄がいいとか悪いとか関係なく、その人個人の収入が減った場合の補償

になります。掛け捨て部分と積み立て部分があって、申告によってその人個々

のパターンになってくると、ただ先程言った共済のほうでやると地域の収量に

よってというような形になるんで、その辺の大きな違いがあるそうです。一長

一短あるんですが、ある程度やっている方にすると、農業収入全体についての

保険、補償を得られる部分もありますんで、おのおのの経営判断で入っていた

だきたいというようなことだそうです。 

     せっかくの機会ですので、ほかに情報提供等ございませんようでしたら、総

会は一回ここで閉じさせていただきたいと思いますが、情報提供等ございませ

んでしょうか。 

（推）１０番 ついでに申しわけないです。前回出席させていただいたときに、ＪＡの

出荷のほうで７割減らした方のペナルティー云々の話の中で、額面は当時ちょ

っと私が正確に答えられなくて申しわけなかったんですが、１俵3,000円とい

うとでしたね。その中で、７割減ったらという方で、大分農済のほうに迷惑を

かけたということで、農協のほうでもってわびを入れたとかいうふうな話が聞

こえております。というのは、農済の証明書をもらうと７割減っても、７割以

下になってもペナルティーが発生しないということだったんですが、そんなこ

とをしなくても客観的にこの人は７割以下に減収しているぜというのが証明

できれば、農済の証明でなくてもよいということで、実は自分もかなり作業受

託10町歩近くになるんで、少ない方もいるんで、私らみたいに受けている方が
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この方は当然70％以下しか出せないですよという証明出せば、ペナルティーは

発生しないというようなことでありました。追加払いに関しては、１万7,500

円にプラス500円で１万8,000円ですが、あくまでも現段階では予約した数量の

みで、追加、超過米に関しては極力早目にその水準と同じ、近くまで上げたい

という返答しかできなかったということでございますので、極力運動して１万

8,000円に超過米も近づけるように頑張りたいと思います。以上です。 

村山議長 ありがとうございました。情報提供ということで、またいただきました。 

     ほかに特にないようでしたら、総会をこれで閉めさせていただきたいと思い

ます。

 


